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(54)【発明の名称】 バックライトおよび液晶表示装置

(57)【要約】
【課題】  ランプ交換作業を行うときに表示部への異物
の付着を生じることなく容易に作業を行うことができる
バックライトおよび液晶表示装置を提供する。
【解決手段】  バックライト１０は、冷陰極管１２がラ
ンプハウス１４に収容される。ランプハウス１４には反
射シート１６が貼付される。冷陰極管１２の上方に拡散
板１８が設けられる。液晶パネル２６を保持するために
フレーム部材２０が設けられる。拡散板１８とフレーム
部材２０の間Ａにシリコンゴムシート２２が粘着層によ
って貼付されて、拡散板１８の周縁部がフレーム部材２
０と一体化される。また、拡散板１８とフレーム部材２
０の間Ａに形成される隙間Ｂがシリコンゴムシート２２
によって閉塞される。表示部としての液晶パネル２６を
配設した状態において、フレーム部材２０の外周および
液晶パネル２６の周縁部を覆う枠体３０が取り付けられ
る。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】  ランプと、該ランプを収容するとともに
リフレクタ部を有するランプハウスと、該ランプハウス
の主面に平行に配置される拡散板とを備えたバックライ
トにおいて、
該拡散板および光を受けて表示する表示部を内部に収容
可能に構成するとともに該ランプハウスに着脱可能に取
り付けられたフレーム部材を有し、
該拡散板と該フレーム部材との間にわたって閉塞部材を
取り付けて、該拡散板および該フレームの間の隙間を閉
塞してなることを特徴とするバックライト。
【請求項２】  前記拡散板は、前記閉塞部材に対して摺
動可能に設けられてなることを特徴とする請求項１記載
のバックライト。
【請求項３】  ランプと、該ランプを収容するとともに
リフレクタ部を有するランプハウスと、該ランプハウス
の主面に平行に配置される拡散板とを備えたバックライ
トにおいて、
該ランプを複数個密集して収容する、少なくとも照射側
の面が透明材料からなるランプケースを有し、
該ランプケースは、該ランプハウスの主面の略中央部の
透明材料からなる外面部位に着脱可能に取りつけられて
なることを特徴とするバックライト。
【請求項４】  請求項１～３のいずれか1項に記載のバ
ックライトに液晶パネルが搭載されてなることを特徴と
する液晶表示装置。
【請求項５】  液晶パネルと、該液晶パネルの背面側に
配置されるバックライトとを備えた液晶表示装置におい
て、
該液晶パネルと該バックライトのフレーム部材との間に
４辺からなる枠体状のスペーサ部材を有し、
該スペーサ部材は、少なくとも１辺が複数の分割部から
なり、
該分割部は少なくとも一端が他の分割部の一端と重なり
合うように配置される接続部を有することを特徴とする
液晶表示装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】本発明は、バックライトおよ
び液晶表示装置に関し、より詳細には、バックライトお
よび液晶パネルの間の異物侵入防止構造に関する。
【０００２】
【従来の技術】表示装置には、液晶表示装置やＣＲＴ等
の種々のタイプがある。
【０００３】このうち、前者の液晶表示装置は、消費電
力が小さく、また薄型である等々の好適な特徴を有する
ため、市場が拡大しており、これに伴い、ＣＲＴと同等
以上の種々の特性が求められるようになってきている。
【０００４】液晶表示装置に求められる上記の諸特性の
うち、最も重要な特性は、高輝度化であり、製造費用の
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増加を伴うことなく、現状の数倍以上の高輝度化を実現
することが求められている。
【０００５】液晶表示装置の高輝度化を実現する手段と
して、従来より、光源である蛍光管（ランプ）の消費電
力量を増して個々の蛍光管を高輝度化することや、蛍光
管の配置本数を増やすことで対応が図られてきている。
【０００６】しかしながら、前者の蛍光管の高輝度化に
ついては、発熱量の増加による装置の各部材への熱影響
の問題があり、また、後者の蛍光管の配置本数の増加に
ついても、同様に熱影響の問題があるとともに、さら
に、これにより、装置の小型化が阻害されるという問題
もある。したがって、他の種々の手段を講じて液晶表示
装置の高輝度化を実現することが求められる。
【０００７】ところで、このような液晶表示装置に用い
られるバックライトには、エッジライト型と直下型の２
つのタイプがある。
【０００８】前者のエッジライト型バックライトは、例
えば、図１に示すように構成される。
【０００９】図１に示すエッジライト型バックライト１
ａは、導光板２の二側面に対向して複数の冷陰極管３ａ
が配置される。冷陰極管３ａの照射方向を除く周辺を覆
うようにリフレクタ４ａが設けられる。導光板２の下面
（裏面）側には反射板（反射シート）５が配置され、さ
らに導光板２の裏面には適宜形状、寸法、密度が調整さ
れた拡散反射パターン６が形成される。一方、導光板２
の上面（表面）側には拡散板（拡散シート）６ａが配置
される。拡散板の上面にはさらにプリズム板（プリズム
シート）７等が配置される。なお、プリズム板７の上方
に図示しない液晶パネルを配置することにより液晶表示
装置が得られる。
【００１０】上記のエッジライト型バックライト１ａ
は、冷陰極管３ａから導光板２に入射された光が導光板
２内を進行し、拡散反射パターン６によって導光板２の
出射面内で均一な輝度の光となり出射される。導光板２
の光は、拡散板６ａおよびプリズム板７を透過すること
によって進行方向を制御されながら、上方に設けられる
液晶パネルを均一に照射する。これにより、液晶パネル
において、均一な輝度分布を有する表示を得ることがで
きる。
【００１１】この場合、高輝度化を実現するために、冷
陰極管が配置された狭いスペース内で消費電力を増やす
ことは熱影響がより顕著な問題となる。また、冷陰極管
の本数を増すことは狭いスペース内ではもともと難し
く、また、あえて冷陰極管の本数を増すことができる構
造とすると、エッジライト型バックライトの利点である
薄型化が阻害される。
【００１２】後者の直下型バックライトは、例えば、図
２に示すように構成される。
【００１３】図２に示す直下型バックライト１ｂは、図
２中紙面前後方向に延出した冷陰極管３ｂを左右方向に
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複数本並列に配置する。配置された冷陰極管３ｂの列の
周囲にはリフレクタとなるランプハウス４ｂが設けられ
る。冷陰極管３ｂの照射側である上方には、例えばラン
プハウス４ｂの上方に拡散板６ｂが配置され、拡散板６
ｂは開口８ｂを有する枠体状のフレーム８の凹部８ａと
ランプハウス４ｂの周縁との間に挟持される。フレーム
８の端部とランプハウス４ｂの最外周縁とは図示しない
ねじ等によって固定される。フレーム８の上面には、枠
体状のスペーサ９を介して図示しない液晶パネルが配置
される。なお、液晶パネルの上側の表示面を残して液晶
パネルの周縁部およびフレーム８は、図示しない枠体
（金属ベゼル）で覆われる。
【００１４】上記の直下型バックライトの場合、消費電
力を増やし、あるいは、冷陰極管の本数を増すことは、
エッジライト型バックライトに比べると比較的容易であ
り、かつ問題も少ないため、高輝度化を実現し易い。
【００１５】
【発明が解決しようとする課題】ところが、直下型バッ
クライトの場合、冷陰極管の交換に伴う不具合と、複数
の冷陰極管の輝度のバラツキの問題がエッジライト型バ
ックライトに比べて顕著である。
【００１６】すなわち、直下型バックライトの場合、冷
陰極管を交換するとき、複数の冷陰極管が配置されたラ
ンプハウスをそのまま取り外すことが必要であり、交換
作業が煩雑である。さらにこのとき、ランプハウスと液
晶パネルを分離した状態においてランプハウスを分離し
た側で、ランプハウスの取り外しにより拡散板が外れて
液晶パネルが外気に面することになるため、外気のゴミ
が液晶パネルに付着するおそれがある。また、図３に示
すように、部品配置の際の寸法公差および作業性の観点
から、完成した装置のスペーサ９が、一部に隙間（図３
中矢印ａで示す。）を残した状態となるが、この場合、
バックライト側の隙間を無くしてゴミの侵入を防止して
も、液晶パネル側からゴミが侵入するおそれがある。
【００１７】そして、液晶パネルにゴミが付着した場
合、液晶パネルの表示欠陥等の問題を生じ得る。この不
具合を防止するために、例えばクリーンルームで交換作
業を行うことも考えられるが、この場合、作業がますま
す煩雑となる。
【００１８】なお、直下型バックライトに限らず、エッ
ジライト型バックライトにおいても、ランプ交換の状況
によってはバックライトを分離することがあり、この場
合上記と同様の不具合を生じることになる。
【００１９】また、直下型バックライトは、冷陰極管を
並列に配置する構造であるため、各冷陰極管はそれぞれ
自らの周辺のみを照らし、エッジライト型のように光が
全体として均一化され難いため、例えば１つの冷陰極管
が劣化して輝度が低下すると、そのままバックライトの
輝度分布の不均一につながり、最終的には液晶パネルの
輝度分布の不均一を来たす。この不具合は、高輝度化を
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実現するために冷陰極管の消費電力を増したときには、
冷陰極管の寿命の短縮化のために、より顕著になる。
【００２０】本発明は、上記の課題に鑑みてなされたも
のであり、ランプ交換作業を行うときに液晶パネル等の
表示部への異物の付着を生じることなく容易に作業を行
うことができるバックライトおよび液晶表示装置を提供
することを第１の目的とする。
【００２１】また、本発明は、複数のランプのうちの一
部の冷陰極管が劣化して輝度が低下しても全体としての
輝度分布の低下を生じることがないバックライトおよび
液晶表示装置を提供することを第２の目的とする。
【００２２】
【課題を解決するための手段】本発明に係るバックライ
トは、ランプと、該ランプを収容するとともにリフレク
タ部を有するランプハウスと、該ランプハウスの主面に
平行に配置される拡散板とを備えたバックライトにおい
て、該拡散板および光を受けて表示する表示部を内部に
収容可能に構成するとともに該ランプハウスに着脱可能
に取り付けられたフレーム部材を有し、該拡散板と該フ
レーム部材との間にわたって閉塞部材を取り付けて、該
拡散板および該フレームの間の隙間を閉塞してなること
を特徴とする（請求項１に係る発明）。
【００２３】これにより、ランプハウスをフレーム部材
から分離して、ランプを交換するときに、拡散板および
フレーム部材との間に形成される隙間から異物（ゴミ）
が侵入して表示部に付着し、表示欠陥等を生じていた従
来の不具合を解消することができる。また、このため、
ランプ交換作業時にクリーンルーム内で作業し、あるい
は異物が混入しないように慎重に作業する等の作業の煩
雑さを生じることがない。このとき、閉塞部材が、シリ
コンゴムシートや樹脂シート等の弾性部材であると、閉
塞部材を拡散板および該フレーム部材と他の部材等の間
に挟持して圧着させることにより、気密性を向上するこ
とができてより好適である。閉塞部材と拡散板および該
フレーム部材とは例えば粘着剤等を用いて適宜接合され
る。
【００２４】この場合、前記拡散板は、前記閉塞部材に
対して摺動可能に設けられてなると（請求項２に係る発
明）、熱等による拡散板の変形生じたときに拡散板が閉
塞部材に対して摺動することにより拡散板の変形を吸収
することができ、歪み応力を生じることがないため、好
適である。
【００２５】また、本発明に係るバックライトは、該ラ
ンプを複数個密集して収容する、少なくとも照射側の面
が透明材料からなるランプケースを有し、該ランプケー
スは、該ランプハウスの主面の略中央部の透明材料から
なる外面部位に着脱可能に取りつけられてなることを特
徴とする（請求項３に係る発明）。
【００２６】これにより、ランプ交換時、ランプハウス
を取り外すことなく、ランプケースのみを取り外せばよ
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いため、装置の気密構造は維持されたままであり、従来
のランプ交換時の異物の混入を防止することができ、ま
た、交換作業も簡易である。また、密集して配置された
複数個のランプが言わば１つの光源を構成するため、一
部のランプの輝度が低下しても輝度分布の不均一を生じ
ることがない。
【００２７】この場合、ランプハウスの主面の略中央部
に下向きに向けた開口を有し、透明材料からなる凹部が
形成され、ランプケースを凹部に収容して配置する構成
とすると、ランプケースをランプハウスの主面に外付け
することなく凹部に収容した分だけバックライトの高さ
寸法を小さくすることができて好適である。
【００２８】また、本発明に係る液晶表示装置は、上記
のバックライトに液晶パネルが搭載されてなることを特
徴とする（請求項４に係る発明）。
【００２９】これにより、上記バックライトの効果を好
適に奏する液晶表示装置を得ることができる。
【００３０】また、本発明に係る液晶表示装置は、液晶
パネルと、該液晶パネルの背面側に配置されるバックラ
イトとを備えた液晶表示装置において、該液晶パネルと
該バックライトのフレーム部材との間に４辺からなる枠
体状のスペーサ部材を有し、該スペーサ部材は、少なく
とも１辺が複数の分割部からなり、該分割部は少なくと
も一端が他の分割部の一端と重なり合うように配置され
る接続部を有することを特徴とする（請求項５に係る発
明）。
【００３１】前記したように、従来、液晶パネルとバッ
クライトのフレーム部材との間に設けられた枠体状のス
ペーサ部材には、一部に不可避的に隙間を生じていた
が、本発明によれば、隙間が閉塞されるため、隙間から
異物が表示部である液晶パネルに侵入する不具合を生じ
ることがない。
【００３２】
【発明の実施の形態】本発明に係るバックライトおよび
液晶表示装置の好適な実施の形態（以下、本実施の形態
例という。）について、図を参照して、以下に説明す
る。
【００３３】まず、本実施の形態の第１の例に係るバッ
クライトおよび液晶表示装置について、図４および図５
を参照して説明する。
【００３４】本実施の形態の第１の例に係るバックライ
ト１０は、直下型バックライトである。
【００３５】バックライト１０は、冷陰極管（ランプ）
１２を図４中、紙面前後方向に延出して、左右方向に合
計８本並列に配置している。冷陰極管１２は例えばアル
ミ材料からなるランプハウス１４に収容されている。ラ
ンプハウス１４の内側の面には反射シート（東レ社製Ｅ
６０Ｌ）１６が貼付され、リフレクタとされている。
【００３６】冷陰極管１２の照射側である上方には、拡
散板１８がランプハウス１４の主面１４ｂと平行に設け
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られている。また、液晶パネル２６を保持するために、
中央に開口２０ａを有する枠体状のフレーム部材２０が
設けられている。フレーム部材２０は、例えばポリカー
ボネート樹脂材料からなり、開口２０ａ側に向けて周回
突起２０ｂが形成され、これにより、図４中周回突起２
０ｂの上下にそれぞれ切り欠き形状の凹部２０ｃ、２０
ｄが形成されている。拡散板１８の周縁部が凹部２０ｄ
に挿入され、拡散板１８とフレーム部材２０の間にわた
ってそれらの下部に（図４中矢印Ａで示す。）シリコン
ゴムシート（閉塞部材、弾性部材）２２が図示しない粘
着層によって貼付されて、拡散板１８の周縁部がフレー
ム部材２０と一体化される。また、これにより、拡散板
１８とフレーム部材２０の間に形成される隙間（図４中
矢印Ｂで示す。）がシリコンゴムシート２２によって閉
塞される。フレーム部材２０は、ランプハウス１４の周
縁部に、例えばねじ等の係止部材を用いて係止される
（図示せず。）。
【００３７】フレーム部材２０の凹部２０ｃには、中央
に開口２４ａを有する枠体状のスペーサ部材２４が設け
られている。そして、スペーサ部材２４の上に光を受け
て表示する液晶パネル（表示部）２６が配設されること
により、液晶表示装置２８となる。
【００３８】液晶パネル２６を配設した状態において、
フレーム部材２０の外周および液晶パネル２６の周縁部
を覆う枠体（金属ベゼル）３０が取り付けられる。この
とき、枠体３０と液晶パネル２６の周縁部との間に例え
ば弾性シートを介在させる等により枠体３０と液晶パネ
ル２６の周縁部との間が密閉され、上方から液晶パネル
２６内部へのゴミ等の異物の侵入が一次的に防止される
（図示せず。）。
【００３９】ここで、スペーサ部材２４について、スペ
ーサ部材２４を上方から見た図５を参照してさらに説明
する（図３参照）。
【００４０】スペーサ部材２４は、同寸法の４辺により
枠体状に形成されている。スペーサ部材２４は、以下の
手順で形成される。
【００４１】４辺のうち３辺を構成するために、各辺と
略同一の長さ寸法に形成した３つの枠材料（辺構成部
材）３２ａ～３２ｃを用意する。一方、残りの１辺を構
成するために、繋ぎ合わせると1辺の長さ寸法よりも長
い寸法となる２つの分割部３２ｄ－１、３２ｄ－２に形
成された枠材料（辺構成部材）３２ｄを用意する。２つ
の分割部３２ｄ－１、３２ｄ－２のそれぞれの端部の側
面には、後述するように対向して配置される、接続部と
しての段差状の切り欠き部３４ａ、３４ｂが形成されて
いる。各枠材料３２ａ～３２ｄの片面には、これらの部
材を配置した状態で固定するための粘着剤が塗布されて
いる。なお、残りの１辺を３つ以上の分割部で構成して
もよく、この場合、少なくとも１つの分割部には、接続
部としての段差状の切り欠き部が両端に形成される。
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7
【００４２】３つの枠材料３２ａ～３２ｃを順次端部を
突き合せていき、コ字状に配置する。その後、分割部３
２ｄ－１の一端部を枠材料３２ａの端部に、また、分割
部３２ｄ－２の一端部を枠材料３２ｃの端部にそれぞれ
突き合せるとともに、２つの分割部３２ｄ－１、３２ｄ
－２の他端部を重ね合わせる。このとき、２つの分割部
３２ｄ－１、３２ｄ－２の他端部は切り欠き部３４ａ、
３４ｂを係合させることにより確実に密着し、スペーサ
部材２４の内側と外側との間を完全に遮断した状態にあ
る。
【００４３】このため、スペーサ部材２４の４辺の接続
箇所の一部に従来不可避的に生じていた隙間が解消され
る。なお、上記のスペーサ部材の構造は、直下型のバッ
クライトに限らず、エッジライト型のバックライトにも
適用可能であり、この場合も同様の効果を得ることがで
きる。
【００４４】上記のように構成されたバックライト１０
および液晶表示装置２８の基本的な作用は、従来例と同
じであるため、重複する説明は省略する。
【００４５】本実施の形態の第１の例に係るバックライ
ト１０および液晶表示装置２８は、拡散板およびフレー
ム部材との間に形成される隙間がシリコンゴムシートに
よって閉塞されているため、ランプハウスをフレーム部
材から分離して、冷陰極管を交換するときに、異物が侵
入して液晶パネルに付着し、表示欠陥等を生じる等の不
具合を招くことがない。また、このため、ランプハウス
取り外し作業時にクリーンルーム内で作業し、あるいは
異物が混入しないように慎重に作業する等の作業の煩雑
さを生じることがない。また、仮に拡散板およびフレー
ム部材とランプハウスの間に形成される隙間から異物が
侵入したとしても、スペーサ部材が完全に気密構造とな
っているため、液晶パネルへの付着が阻止される。
【００４６】ここで、上記本実施の形態の第１の例のバ
ックライトにおいて、図６に示す変形例のように、ラン
プハウス１４の周縁部に内側に突出した周回突起１４ａ
を設け、シリコンゴムシート２２をこの周回突起１４ａ
と拡散板１８およびフレーム部材２０との間で挟持する
構成としてもよい。
【００４７】これにより、拡散板１８およびフレーム部
材２０の間の気密性をより向上することができる。この
とき、シリコンゴムシート２２に代えて、ＰＥＴ、Ｐ
Ｐ、ＰＥ系等の樹脂製テープを用いてもよい。
【００４８】また、このとき、拡散板１８に接触するシ
リコンゴムシート２２の部位に粘着層を配することな
く、シリコンゴムシート２２に対して拡散板１８を摺動
可能に構成すると、熱等による拡散板１８の変形生じた
ときに拡散板１８がシリコンゴムシート２２に対して摺
動することにより拡散板１８の変形を吸収することがで
き、歪み応力を生じることがない。
【００４９】つぎに、本実施の形態の第２の例に係るバ
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ックライトおよび液晶表示装置について、図７を参照し
て説明する。
【００５０】図７に示す本実施の形態の第２の例に係る
バックライト３８および液晶表示装置４０は、基本的な
構成は本実施の形態の第１の例に係るバックライト１０
および液晶表示装置２８と同じであるため、同一の構成
要素について同一の参照符号を付すとともに重複する説
明を省略する。
【００５１】バックライト３８は、複数個の冷陰極管４
２がランプハウス１４の主面の略中央部に密集した状態
で収容されている。
【００５２】本実施の形態の第２の例に係るバックライ
ト３８および液晶表示装置４０は、密集して配置された
複数個の冷陰極管が言わば１つの光源を構成するため、
一部の冷陰極管の輝度が低下してもバックライトから照
射される光、ひいては液晶パネルの輝度分布の不均一を
生じることがない。またこのため、一部の冷陰極管の輝
度が低下しても直ちにバックライトを交換する必要がな
いため、バックライトの交換頻度が少なくなり、これに
より異物が液晶パネルに侵入する機会も少なくなる。
【００５３】つぎに、本実施の形態の第３の例に係るバ
ックライトおよび液晶表示装置について、図８を参照し
て説明する。
【００５４】図８に示す本実施の形態の第３の例に係る
バックライト４４および液晶表示装置４６は、基本的な
構成は本実施の形態の第２の例に係るバックライト３８
および液晶表示装置４０と同じであるため、同一の構成
要素について同一の参照符号を付すとともに重複する説
明を省略する。
【００５５】バックライト４４は、複数個の冷陰極管４
８がランプケース５０に収容されている。ランプケース
５０は、図８中紙面前後方向に延出するとともに円状に
複数個配置される冷陰極管４８の配置形態に合わせて、
断面形状が半割りの楕円状で紙面前後方向に長尺に形成
された部材である。ランプケース５０は、例えばＰＣ樹
脂（ポリカーボネート樹脂）で形成され、冷陰極管４８
の照射方向は透明になっている。ランプケース５０の裏
面には、リフレクタとして例えば前記した反射シート１
６が貼付されている。
【００５６】一方、ランプハウス５２は、主面５２ｂの
略中央部にランプケース５０と相補形状の紙面前後方向
に長尺な凹部５２ａが形成されている。凹部５２ａの内
壁は反射シート１６が貼付されておらず透明であり、冷
陰極管４８の光を透過する。
【００５７】冷陰極管４８を収容したランプケース５０
は、適宜の係止手段を用いてランプハウス５２の凹部５
２ａ内に着脱可能に係止されている。これにより、ラン
プケース５０の底面５０ａとランプハウス５２の主面５
２ｂとは面一に形成されている。
【００５８】本実施の形態の第３の例に係るバックライ
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ト４４および液晶表示装置４６は、上記した本実施の形
態の第２の例に係るバックライト３８および液晶表示装
置４０と同様の効果を奏する。また、冷陰極管交換時、
ランプハウスを取り外すことなく、ランプケースのみを
取り外せばよいため、交換時の異物の混入を防止するこ
とができ、さらにまた、交換作業が簡易である。またさ
らに、ランプケースを設けたにもかかわらず装置の小型
化が阻害されることがない。
【００５９】なお、本実施の形態の第３の例に係るバッ
クライト４４において、ランプハウスの主面に凹部を形
成することなく、例えば直方体状に形成したランプケー
スをランプハウスの主面の下面に外付けしてもよい。
（付記）
（付記１）  ランプと、該ランプを収容するとともにリ
フレクタ部を有するランプハウスと、該ランプハウスの
主面に平行に配置される拡散板とを備えたバックライト
において、該拡散板および光を受けて表示する表示部を
内部に収容可能に構成するとともに該ランプハウスに着
脱可能に取り付けられたフレーム部材を有し、該拡散板
と該フレーム部材との間にわたって閉塞部材を取り付け
て、該拡散板および該フレームの間の隙間を閉塞してな
ることを特徴とするバックライト。
（付記２）  前記閉塞部材が、弾性部材であることを特
徴とする付記１記載のバックライト。
（付記３）  前記拡散板は、前記閉塞部材に対して摺動
可能に設けられてなることを特徴とする付記１記載のバ
ックライト。
（付記４）  ランプと、該ランプを収容するとともにリ
フレクタ部を有するランプハウスと、該ランプハウスの
主面に平行に配置される拡散板とを備えたバックライト
において、該収容するランプケースを有し、該ランプケ
ースは、該ランプハウスの主面の略中央部に該ランプを
複数個密集して配置してなることを特徴とするバックラ
イト。
（付記５）  ランプと、該ランプを収容するとともにリ
フレクタ部を有するランプハウスと、該ランプハウスの
主面に平行に配置される拡散板とを備えたバックライト
において、該ランプを複数個密集して収容する、少なく
とも照射側の面が透明材料からなるランプケースを有
し、該ランプケースは、該ランプハウスの主面の略中央
部の透明材料からなる外面部位に着脱可能に取りつけら
れてなることを特徴とするバックライト。
（付記６）  ランプと、該ランプを収容するとともにリ
フレクタ部を有するランプハウスと、該ランプハウスの
主面に平行に配置される拡散板とを備えたバックライト
において、該ランプを複数個密集して収容する、少なく
とも照射側の面が透明材料からなるランプケースを有
し、前記ランプケースは、前記ランプハウスの主面の略
中央部に下向きに向けた開口を有し、透明材料からなる
凹部が形成され、前記ランプケースを該凹部に収容して
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配置することを特徴とするバックライト。
（付記７）  付記１、３、４のいずれか1項に記載のバ
ックライトに液晶パネルが搭載されてなることを特徴と
する液晶表示装置。
（付記８）  液晶パネルと、該液晶パネルの背面側に配
置されるバックライトとを備えた液晶表示装置におい
て、該液晶パネルと該バックライトのフレーム部材との
間に４辺からなる枠体状のスペーサ部材を有し、該スペ
ーサ部材は、少なくとも１辺が複数の分割部からなり、
該分割部は少なくとも一端が他の分割部の一端と重なり
合うように配置される接続部を有することを特徴とする
液晶表示装置。
（付記９）  前記スペーサ部材の少なくとも１辺は、そ
れぞれ他の辺より短い寸法に形成され、それぞれ一端部
の側面に段差状の切り欠き部が対向して形成され、該切
り欠き部が係合して設けられた２本の辺構成部材からな
ることを特徴とする付記８記載の液晶表示装置。
【００６０】
【発明の効果】請求項１係るバックライトによれば、表
示部および拡散板を内部に収容するとともにランプハウ
スに着脱可能に取り付けられたフレーム部材を有し、拡
散板とフレーム部材との間にわたって閉塞部材を取り付
けて、拡散板およびフレームの間の隙間を閉塞するた
め、ランプハウスをフレーム部材から分離して、ランプ
を交換するときに、拡散板およびフレーム部材との間に
形成される隙間から異物が侵入して表示部に付着し、表
示欠陥等を生じていた従来の不具合を解消することがで
きる。また、このため、ランプ交換作業時にクリーンル
ーム内で作業し、あるいは異物が混入しないように慎重
に作業する等の作業の煩雑さを生じることがない。
【００６１】また、請求項２に係るバックライトによれ
ば、拡散板は、閉塞部材に対して摺動可能に設けられて
いるため、熱等による拡散板の変形生じたときに拡散板
が閉塞部材に対して摺動することにより拡散板の変形を
吸収することができ、歪み応力を生じことがない。
【００６２】また、請求項３に係るバックライトによれ
ば、ランプを複数個密集して収容する、少なくとも照射
側の面が透明材料からなるランプケースを有し、ランプ
ケースは、ランプハウスの主面の略中央部の透明材料か
らなる外面部位に着脱可能に取りつけられているため、
ランプ交換時、異物の混入を防止することができ、ま
た、交換作業も簡易である。また、一部のランプの輝度
が低下しても輝度分布の不均一を生じることがない。
【００６３】また、請求項４に係る液晶表示装置によれ
ば、上記のバックライトに液晶パネルが搭載されている
ため、上記バックライトの効果を好適に奏する液晶表示
装置を得ることができる。
【００６４】また、請求項５に係る液晶表示装置によれ
ば、液晶パネルとバックライトのフレーム部材との間に
４辺からなる枠体状のスペーサ部材を有し、スペーサ部
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材は、少なくとも１辺が複数の分割部からなり、分割部
は少なくとも一端が他の分割部の一端と重なり合うよう
に配置される接続部を有するため、隙間から異物が表示
部である液晶パネルに侵入する不具合を生じることがな
い。
【図面の簡単な説明】
【図１】従来のエッジライト型バックライトの概略構成
を示す図である。
【図２】従来の直下型バックライトの概略構成を示す図
である。
【図３】図２の直下型バックライトのスペーサの平面図
である。
【図４】本実施の形態の第１の例のバックライトの概略
構成を示す図である。
【図５】図４のバックライトのスペーサ部材を説明する
ためのスペーサ部材の平面図である。
【図６】本実施の形態の第１の例のバックライトの変形
例の部分拡大図である。
【図７】本実施の形態の第２の例のバックライトの概略
構成を示す図である。 *
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*【図８】本実施の形態の第３の例のバックライトの概略
構成を示す図である。
【符号の説明】
１０、３８、４４  バックライト
１２、４２、４８  冷陰極管
１４、５２  ランプハウス
１４ａ、２０ｂ  周回突起
１６  反射シート
１８  拡散板
２０  フレーム部材
２２  シリコンゴムシート
２４  スペーサ部材
２６  液晶パネル
２８、４０、４６  液晶表示装置
３０  枠体
３２ａ～３２ｄ  枠材料
３２ｄ－１、３２ｄ－２  分割部
３４ａ、３４ｂ  切り欠き部
５０  ランプケース
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